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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成27年10月29日(2015.10.29)

【公開番号】特開2014-86147(P2014-86147A)
【公開日】平成26年5月12日(2014.5.12)
【年通号数】公開・登録公報2014-024
【出願番号】特願2012-231647(P2012-231647)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  35/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
   Ｈ０５Ｇ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ   35/16     　　　　
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ａ
   Ｈ０５Ｇ    1/00     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月3日(2015.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の第１は、電子放出源が接続された電極と、前記電
子放出源からの電子の照射で放射線を発生させるターゲットが接続された電極とが、電気
的に絶縁性の管状部材の両開口端に取り付けられて真空容器を構成している放射線発生管
において、
　前記管状部材の外周の周方向に環状で、前記両電極の外周面同士を結ぶ面よりも外方へ
突出する凸部が形成されており、
　前記電極の少なくとも一方と前記凸部との間の管状部材の外周の周方向に、前記両電極
に隣接する前記管状部材の両端部の外周面を結ぶ面よりも内周側へ窪んだ環状の凹部が形
成されていることを特徴とする放射線発生管を提供するものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　上記の耐圧向上について図２及び図３を用いて詳細に説明する。図２（Ａ）～（Ｃ）の
各図は、本発明の特徴である環状の凹部による突出部近傍の電界集中の緩和効果を、陰極
と管状部材との界面近傍における等電位線分布を用いて説明する概略断面図である。図３
は、陰極と管状部材との界面近傍における、電界強度分布の突出部からの距離依存性を示
すものである。図３中のプロット（Ａ）～（Ｃ）は、図２（Ａ）～（Ｃ）の各図に対応し
ている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３８】
　一方、凸部２１が陰極２に近づくと、より一層陰極２の端部付近の電界集中を招いて、
放電を引き起こし易くなる。図２（Ｂ）は、凸部２１を設けた従来の放射線発生管の陰極
２近傍を示している。図２（Ｂ）において凸部２１のある領域ａは、凸部２１のない領域
ｂに比べて、相対的に静電容量が増すため、領域ｂでの電位勾配が増大し、その結果、陰
極２付近の電界集中を招いている。この実施形態では突出部２３の先端に電界が集中する
。図２（Ｂ）に示す湾曲した曲線は電位分布を示しており、電位分布は突出部２３近辺で
勾配が高く、徐々に緩やかになっている。また、図２（Ｂ）の領域ａ及び領域ｂは、図３
における領域ａ及び領域ｂと対応している。この放射線発生管の場合、図３で一点鎖線（
Ｂ）で示すように、電界集中箇所である突出部２３近傍で電界強度が高くなっており、突
出部２３先端からの距離が離れた場所では電界強度が低下している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　つまり、図２（Ｃ）の領域ｂ’では、電位勾配が図２（Ａ）及び図２（Ｂ）と同程度と
考えられる。しかし、領域ｃ’に凹部２２を設けたことにより、凹部２２が設けられてい
る領域ｃ’内に電位勾配が高い場所を規定することができる。更にこれを図３により説明
すると、図３の実線（Ｃ）に示すように、突出部２３近傍よりも電界強度が高い場所が凹
部２２上に規定される。従って、突出部１６の先端の電界強度よりも高い電界強度の箇所
を凹部２２により規定することにより、ｃ’区間の電界強度を増大させて、ｂ’区間の電
界強度を低減させることが可能となる。これにより、陰極２近傍である突出部２３近傍に
生じる電界集中を、環状の凹部２２によって抑制することができ、陰極２近傍の電界強度
を低減させることを実現できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　電子放出源が接続された電極と、前記電子放出源からの電子の照射で放射線を発生させ
るターゲットが接続された電極とが、電気的に絶縁性の管状部材の両開口端に取り付けら
れて真空容器を構成している放射線発生管において、
　前記管状部材の外周の周方向に環状で、前記両電極の外周面同士を結ぶ面よりも外方へ
突出する凸部が形成されており、
　前記電極の少なくとも一方と前記凸部との間の管状部材の外周の周方向に、前記両電極
に隣接する前記管状部材の両端部の外周面を結ぶ面よりも内周側へ窪んだ環状の凹部が形
成されていることを特徴とする放射線発生管。
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